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北海道告示第５４５号

家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定により、次のとおり当該

牛の所有者に対し、当該牛について、牛のブルセラ病及びヨ－ネ病の予防のための検査を受

けることを命ずる。

平成２０年８月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 実 施 の 目 的

牛のブルセラ病及びヨ－ネ病の発生予防のため

２ 実施する区域の市町村名及び実施の期日

実施する区域の 実 施 の 期 日
市 町 村 名 （当該期間において所轄家畜保健衛生所長の定める日）
八 雲 町 平成２０年９月２９日から１２月１９日まで

せ た な 町 同 ９月１６日から１１月２１日まで
留 寿 都 村 同 １１月４日から１２月１２日まで
喜 茂 別 町 同 １０月２０日から１１月２８日まで
京 極 町 同 １１月１７日から１２月２６日まで
倶 知 安 町 同 １１月１０日から１２月２６日まで
由 仁 町 同 ９月２４日から１２月１２日まで
奈 井 江 町 同
新 十 津 川 町 同
士 別 市 同 １０月１４日から１２月２６日まで
富 良 野 市 同
天 塩 町 同 １０月２７日から平成２１年２月２７日まで
初 山 別 村 同 ９月２２日から１１月２８日まで
羽 幌 町 同
苫 前 町 同
豊 富 町 同 ９月１６日から１２月２６日まで
遠 軽 町 同 ９月１６日から１１月２１日まで
湧 別 町 同 ９月２２日から１２月１２日まで
北 見 市 同 １０月２０日から平成２１年１月２３日まで
苫 小 牧 市 同 ９月１６日から１２月２６日まで
日 高 町 同
浦 河 町 同
様 似 町 同
え り も 町 同
広 尾 町 同 ９月１６日から１０月２４日まで
幕 別 町 同 ９月１６日から１１月１４日まで
音 更 町 同
上 士 幌 町 同 ９月２９日から１２月５日まで
豊 頃 町 同 １０月１４日から１２月１９日まで
池 田 町 同 １０月２７日から１２月２６日まで
鹿 追 町 同 １１月４日から平成２１年１月９日まで
士 幌 町 同 １２月２２日から平成２１年２月２７日まで
釧 路 町 同 ９月１６日から１２月５日まで
標 茶 町 同 ９月２２日から平成２１年１月３０日まで
根 室 市 同 ９月１６日から平成２１年３月３１日まで
別 海 町 同
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中 標 津 町 平成２０年９月１６日から平成２１年３月３１日まで

標 津 町 同

３ 実施の対象となる家畜の種類及び範囲

実施する区域内で搾乳の用に供する雌牛。ただし、生後２４か月未満のもの及び牛のヨー

ネ病の予防のための検査については、家畜伝染病予防法に基づく牛のヨーネ病のまん延防

止のための措置を講じている農場に飼養されているものを除く。

４ 実 施 の 方 法

� 検査は、所轄家畜保健衛生所長が指定する日時及び場所で家畜防疫員が行う。

� 検査は、家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林省令第３５号）第９条に定める方法

による。

北海道告示第５４６号

家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定により、次のとおり当該

牛の所有者に対し、当該牛について、牛のヨーネ病の予防のための検査を受けることを命ず

る。

平成２０年８月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 実 施 の 目 的

牛のヨーネ病の発生予防のため

２ 実施する区域の市町村名及び実施の期日
実施する区域の 実 施 の 期 日
市 町 村 名 （当該期間において所轄家畜保健衛生所長の定める日）
江 別 市 平成２０年１１月４日から１２月５日まで

八 雲 町 同 ９月２９日から１２月１９日まで

留 寿 都 村 同 １１月４日から１２月１２日まで

京 極 町 同 １１月１７日から１２月２６日まで

倶 知 安 町 同 １１月１０日から１２月２６日まで

士 別 市 同 １０月１４日から１２月２６日まで

富 良 野 市 同

豊 富 町 同 ９月１６日から１２月２６日まで

遠 軽 町 同 ９月１６日から１１月２１日まで

湧 別 町 同 ９月２２日から１２月１２日まで

北 見 市 同 １０月２０日から平成２１年１月１６日まで

壮 瞥 町 同 ９月１６日から平成２１年２月２７日まで

安 平 町 同

登 別 市 同

室 蘭 市 同

日 高 町 同 ９月１６日から１２月２６日まで

浦 河 町 同

様 似 町 同

え り も 町 同

釧 路 町 同 ９月１６日から１２月５日まで

標 茶 町 同 ９月２２日から平成２１年１月３０日まで

根 室 市 同 ９月１６日から平成２１年３月３１日まで

別 海 町 同

中 標 津 町 同

標 津 町 同

３ 実施の対象となる家畜の種類及び範囲

実施する区域内で繁殖の用に供する肉用雌牛。ただし、家畜伝染病予防法に基づく牛の

ヨーネ病のまん延防止のための措置を講じている農場に飼養されているもの及び生後２４か

月未満のものを除く。

４ 実 施 の 方 法

� 検査は、所轄家畜保健衛生所長が指定する日時及び場所で家畜防疫員が行う。

� 検査は、家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林省令第３５号）第９条に定める方法

による。

北海道告示第５４７号

家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定により、次のとおり当該

馬の所有者に対し、当該馬について、馬伝染性貧血の予防のための検査を受けることを命ず

る。

平成２０年８月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 実 施 の 目 的

馬伝染性貧血の発生予防のため

２ 実施する区域の市町村名及び実施の期日
実施する区域の 実 施 の 期 日
市 町 村 名 （当該期間において所轄家畜保健衛生所長の定める日）
美 深 町 平成２０年９月１日から１０月３１日まで

３ 実施の対象となる家畜の種類及び範囲
実施する区域内で飼育している馬。ただし、生後１８０日未満のもの、種付けの用に供し、
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又は供する目的で飼育している雄馬、家畜伝染病予防法第１３条第１項の届出をしているも
の及び家畜防疫員が疾病その他の事由により検査を受けることが困難と認めたものを除く。
４ 実 施 の 方 法
� 検査は、所轄家畜保健衛生所長が指定する日時及び場所で家畜防疫員が行う。
� 検査は、家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林省令第３５号）第９条に定める方法
による。

北海道告示第５４８号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、厚沢部土地改良区から、
次のとおり役員の就任の届出があった。
平成２０年８月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ
就任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
平成２０．８．４ 理 事 若 佐 清 春 檜山郡厚沢部町字美和３００番地

北海道告示第５４９号

次のとおり道営土地改良事業の工事を完了したので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５
号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。
平成２０年８月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 完了年月日
雄 馬 別 畑地帯総合整備［担い手育成型］（農業用用排水） 平成１９．１０．１８
同 同 （農道） 同 １３．１．３０
同 同 （区画整理） 同 １２．１２．１５
同 同 （暗きょ） 同 １６．１２．１０
同 同 （土層改良） 同 １４．５．３１
美 帯 同 （農業用道路） 同 １９．６．２５
同 同 （暗きょ排水） 同 １７．１２．８
同 同 （土層改良） 同 １９．１１．２９
西 幕 別 同 （農業用用排水） 同 ２０．３．２０
同 同 （農道） 同 １９．１０．９
同 同 （区画整理） 同 ２０．１．１８
同 同 （暗きょ） 同 １７．１１．７
同 同 （土層改良） 同 １８．２．１７
帯 広 中 央 同 （農業用用排水施設） 同 １９．２．２０

同 同 （農業用道路） 同 １８．９．２９
同 同 （暗きょ排水） 同 １８．１１．３０
同 同 （土層改良） 同 １８．５．３１
士 幌 西 部 北 畑地帯総合整備［担い手支援型（単独土層改良）］（暗きょ） 同 １９．１１．３０
同 同 （土層改良） 同
川 合 南 同 （暗きょ排水） 同 １８．１０．３０
同 同 （土層改良） 同
とかち高原の里 中山間地域総合整備（農道） 同 １８．１１．２９
上 士 幌 同 （農業用用排水） 同 １８．１０．２０
同 同 （暗きょ） 同 １８．１１．３０
同 同 （農用地改良保全） 同 １７．１２．１２
士 幌 北 生 農地保全整備（農地保全） 同 １９．１２．７
南 新 得 一般農道整備（集乳農道） 同 １９．１０．１７
北 昭 和 同 （広域関連） 同 １９．９．１８
活 込 高 台 農免農道整備 同 １９．１１．１６

北海道告示第５５０号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
平成２０年８月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 河東郡鹿追町東瓜幕西１４線２５の１１・東瓜幕西１５線２５の

３５（以上２筆について次の図に示す部分に限る。）
２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 解 除 の 理 由 農道用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道十勝支庁産業振興部林務課及び鹿追町役場に
備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第５５１号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する。
平成２０年８月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除に係る保安林の所在場所 河東郡士幌町字士幌１６６の９（次の図に示す部分に限

る。）

北 海 道 公 報 第����号 ３１平成２０年８月１９日（火曜日）



２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 解 除 の 理 由 用排水路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道十勝支庁産業振興部林務課及び士幌町役場に
備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第５５２号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２０年８月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
宗谷郡猿払村（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

沙流郡日高町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 公衆の保健
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を関係支庁産業振興
部林務課及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第５５３号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業

要件を変更する。

平成２０年８月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 指定施業要件の変更に係る保
安林の所在場所

宗谷郡猿払村（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 風害の防備

３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件

� 立 木 の 伐 採 の 方 法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町

村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道宗谷支庁産

業振興部林務課及び猿払村役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第５５４号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。

その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道留萌土木現業所に備え置いて、告

示の日から２週間、一般の縦覧に供する。

平成２０年８月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 増毛稲田線 増毛郡増毛町御料１８４４番１地先から

増毛郡増毛町御料１６５５番１地先まで
平成２０．８．１９

北海道告示第５５５号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定により、次のとおり都市計画事

業を認可した。

平成２０年８月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 施行者の名称 旭川市

２ 都市計画事業の
種類及び名称

旭川圏都市計画道路事業（３・３・１９号一番通）

３ 事業施行期間
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平成２０年８月１９日から平成２４年３月３１日まで
４ 事 業 地
� 収用の部分
旭川市永山６条９丁目、永山６条１０丁目、永山６条１１丁目、永山６条１２丁目、永山７
条９丁目、永山７条１０丁目、永山７条１１丁目及び永山７条１２丁目地内

� 使用の部分
旭川市永山６条９丁目、永山６条１０丁目、永山６条１１丁目及び永山６条１２丁目地内

支 庁 告 示

北海道十勝支庁告示第６５号

次のとおり一般競争入札による落札者及び随意契約の相手方を決定した。
平成２０年８月１９日

北海道十勝支庁長 岡 本 光 昭
１� 落札に係る物品等の名称及び数量
ア 除雪トラック（１０ｔ級・６×６・Ｓ・Ｇ・２Ｗ付） １台（除雪トラック（１０ｔ級・
６×６・Ａ・Ｇ・２Ｗ付）１台と交換）
イ 除雪グレーダ（４．０	級・Ａ） １台（除雪グレーダ（３．７	級・Ａ・２Ｗ付）１台
と交換）

� 落札を決定した日
平成２０年７月２８日

� 落札者の氏名及び住所
ア� 氏 名 三菱ふそうトラック・バス株式会社
� 住 所 神奈川県川崎市幸区鹿島田８９０番地１２
イ� 氏 名 北海道キャタピラー三菱建機販売株式会社
� 住 所 札幌市清田区里塚２条６丁目３番５号


 落札金額
ア ３１，８５７，０００円
イ ２９，３７９，０００円

� 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

� 一般競争入札の公告
平成２０年６月１７日付け北海道十勝支庁告示第５４号

２� 随意契約に係る物品等の名称及び数量
除雪グレーダ（３．７	級・２Ｗ付１台及び３．７	級・１Ｗ付１台） ２台（除雪グレー

ダ（３．７	級・Ｖ・２Ｗ付）２台と交換）
� 随意契約の相手方を決定した日
平成２０年７月２８日

� 随意契約の相手方の氏名及び住所
ア 氏 名 コマツ道東株式会社
イ 住 所 帯広市西２４条北１丁目３番４号


 随意契約に係る契約金額
５２，３６３，５００円

� 契約の相手方を決定した手続
随意契約

� 随意契約によった理由
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第８号の規定による。

３ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道帯広土木現業所企画総務部総務課
� 所在地 帯広市東３条南３丁目１番地

道教育庁網走教育局告示

北海道教育庁網走教育局告示第１９号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２０年８月１９日

北海道教育庁網走教育局長  村 満
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
パーソナルコンピュータの賃貸借 一式 ４２台（１月当たりの単価）

２ 落札を決定した日
平成２０年８月８日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 日立キャピタル株式会社
� 住 所 東京都港区西新橋２丁目１５番１２号
４ 落札金額（１月当たりの単価）
１１４，１１４円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２０年６月２７日付け北海道教育庁網走教育局告示第１８号
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７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道教育庁網走教育局企画総務課
� 所在地 網走市北７条西３丁目

３４北 海 道 公 報 第����号平成２０年８月１９日（火曜日）

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額３，０９０円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社


